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令和８年　北秋田市教育委員会 

４月定例会　会議録 

 

　１．招集年月日　　　令和８年４月30日（木） 

 

　２．招 集 場 所　　　北秋田市役所第二庁舎　第三会議室 

 

　３．開会及び閉会　　　開会：午後１時25分　閉会：午後２時50分 

 

　４．出 席 委 員　　　教育長：佐藤 昭洋　　教育長職務代理者：佐藤 英樹 

委　員：佐藤 正俊　　委　員：蒔苗　 隆 

委　員：藤本 基子 

 

　５．欠 席 委 員　　　なし 

 

　６．出 席 職 員　　　教 育 次 長：福嶋　 統　　教育総務係長：櫻田 正明 

教育総務課長：池田 恒平　　学校給食係長：松岡 繁広 

　　　　　　　　　　　　学校教育課長：小林 陽介　　学校教育係長：金　 幸子 

　　　　　　　　　　　　生涯学習課長：片岡 喜輝　　生涯学習係長：櫻井 條史 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教育総務係(書記)：藤本 来夢 

 

　７．傍 聴 者　　　なし 

 

　８．報 告 事 項　  （１）教育長報告 

①　動静報告 

（２）各課所管事項 

・教育総務課 

①　４月行事報告及び５月行事予定 

②　あきたリフレッシュ学園 

③　学校給食 

・学校教育課 

①　４月行事報告及び５月行事予定 

②　学校の状況 

・生涯学習課 

①　４月行事報告及び５月行事予定 

（３）各課工事等発注状況 

　９．案　　　　件 

（１）承認第７号 市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第11号　専決処分の承認を

求めることについて（専決第５号　令和７年度北秋田市一般会計補正予算（第

16号））の関係部分） 
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（２）承認第８号 市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第12号　専決処分の承認を

求めることについて（専決第10号　令和８年度北秋田市一般会計補正予算（第

１号））の関係部分） 

（３）議案第15号 北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する教育委員会規則

の制定について 

（４）議案第16号 北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係告示の整備に関する教育委員会告示

の制定について 

（５）報告第４号 専決処理の報告について（専決第10号　北秋田市教育委員会事務局職員への

休職発令について） 

（６）報告第５号 専決処理の報告について（専決第13号　北秋田市幼保小架け橋委員会委員の

委嘱について） 

（７）報告第６号 専決処理の報告について（専決第14号　北秋田市教育支援委員会委員の委嘱

について） 

（８）報告第７号 専決処理の報告について（専決第15号　北秋田市不登校対策検討委員会委員

の委嘱について） 

（９）報告第８号 専決処理の報告について（専決第16号　学校医等の委嘱について） 

（10）報告第９号 専決処理の報告について（専決第17号　北秋田市学校結核対策委員会委員の

委嘱について） 

（11）報告第10号 専決処理の報告について（専決第18号　学校事務共同実施グループリーダー

等の任命について） 

 

１０．そ の 他 

（１）機構図について 

（２）次回の教育委員会定例会の開催日について 

（３）その他 

 

１１．会 議 録 

　　　　　　　　　　　（午後１時25分開会） 

 佐藤教育長 

 

 

 

福嶋教育次長 

 

佐藤教育長 

 

 

藤本委員 

 

佐藤教育長 

ただいまから教育委員会４月定例会を開会いたします。 

最初に教育次長から４月の人事異動に伴う説明員の紹介をさせていただきま

す。 

 

＜人事異動に伴う説明員の紹介＞ 

 

それでは署名委員の指名をさせていただきます。本日の署名委員は藤本委員に

お願いします。 

 

承知しました。 

 

　次に、次第２番「前回委員会の会議録の承認」です。事前に事務局から配付さ
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 佐藤教育長 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤英樹委員 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れている「３月定例会」の会議録の内容について、訂正等がある方はいらっしゃ

いますか。 

 

　ありません。 

 

訂正がないということであれば、会議録については承認とさせていただいても

よろしいですか。 

 

　はい。 

 

　皆さんの同意をいただきましたので承認とします。 

続いて、次第３番「諸報告」です。（１）私、教育長から動静について報告い

たします。 

 

＜資料１ｐにより報告＞ 

 

　ただいまの報告について、質問や意見などはございませんか。 

 

２点お伺いします。１点目ですが、先月30日にありました「お話どんどこ」

との打合せに関連して、東京の業者による調査等のお話がありましたが、こちら

はどういったものなのか、お伺いしたいと思います。 

２点目ですが、13日に100キロマラソン事務局が挨拶に来られたとのことで

したが、これは小中学校へボランティア協力を依頼する趣旨で来庁されたものな

のか、その点についてもお聞かせいただければと思います。 

 

１点目の件ですが、東京都から委嘱を受けている研究団体による取組であり、

子どもたちの悩みを聞き取る活動や、読み聞かせを通じて、自殺予防との関連性

を調査・研究している団体です。読み聞かせ活動については、本市においても様々

な団体が学校に出向いて行っておりますし、調査についても、健康福祉部の方で

市独自に対応できる体制が整っている状況です。そのため、本市としては一定の

成果が得られているものと考え、「お話どんどこ」を通じて先方ともやり取りを

行いました。なお、先方には調査結果について、今後報告いただきたい旨をお伝

えしております。いずれ、これまでの調査結果等について報告いただく機会があ

るのではないかと考えております。なお、事業実施に係る費用については先方負

担で対応いただいております。 

100キロマラソンについては、ボランティアの依頼というよりも、毎年この時

期に事務局の方々が御挨拶に来てくださっております。その中で、昨年は小中学

生のボランティアの取組が非常によかったというお話をいただきましたし、こち

らとしても大変よい成果であったと感じておりますので、今年も各学校ともボラ

ンティアに協力してもらえればと考えているところです。また、今年は70キロ
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 佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

佐藤英樹委員 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

佐藤正俊委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

池田教育総務課長 

 

の部が新設され、仙北市の上桧木内紙風船館をスタート地点とする新たなコース

も設定されるとのことでした。毎年、正俊委員からもお話をいただいております

が、沿道の草刈り等の環境整備についても話題となり、事務局側としてもその必

要性は十分認識されている様子でした。そういったことを話しながら、このイベ

ントがなくならず続けていけるよう、今年も協力して取り組んでいければと考え

ております。 

 

先日、100キロマラソン事務局の木村理事長からお話を伺う機会がありまし

た。その中で、小中学生のボランティア参加により、これまで高齢化が進んでい

た事務局ボランティアの方々が大変元気をもらい、意欲的に活動へ取り組んでい

ただけたというお話があり、大変喜ばれておりましたので、引き続き応援してい

ただきたいなと思います。 

 

クリーンアップ活動も同様ですが、子どもたちが参加することによって、これ

まであまり参加していなかった保護者世代も一緒に参加するような流れができ

ていけばよいと感じております。子どもたちの力を通じて、地域の中に縦のつな

がりが生まれ、より強い地域コミュニティにつながっていけばよいと思い、先日

ＰＴＡの際にも役員の方々ともお話ししたところでした。 

 

年度初めの教育長訓示を拝読し、感じたことをお話しさせていただきます。特

に印象に残ったのが、反省会や慰労会に関するお話でした。コロナ禍以降、その

ような機会が少なくなり、私自身の職場でも、人間関係のつながりや職場の雰囲

気が以前より希薄になっているように感じています。そうした中で、教育委員会

では良好な雰囲気づくりがなされていることを感じ、大変よいことだと思いまし

た。また、新しく着任された皆さんにも、今後さまざまな面で教育委員会を支え

ていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。また、慰労

会に関しては、先日、阿仁学園のＰＴＡの方々のお話を伺う機会がありました。

学校がとても楽しく、行くことを楽しみにしているという声があり、ＰＴＡとの

関係も良好で、よい雰囲気の中で学校運営が行われていることを感じました。卒

業式後も含め、日頃から交流の機会が持たれているようで、こうしたことも学校

のよい雰囲気につながっているのではないかと感じております。北秋田市全体で

一律にということではありませんが、節目ごとの反省会や慰労会は、職場づくり

や人間関係の構築の面でも、一定程度必要な機会ではないかと感じたところで

す。 

 

　ほかにございませんか。なければ次に移ります。 

（２）各課所管事項の報告について、はじめに教育総務課からお願いします。 

 

＜資料３ｐ～４ｐにより報告＞ 
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 佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 

池田教育総務課長 

 

 

 

佐藤正俊委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

小林学校教育課長 

 

佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 

 

 

 

　ただいまの報告について、質問や意見などはございませんか。 

 

４月20日の地震では、水が濁って給食がストップした市もありましたが、北

秋田市では、教育委員会関連の施設に影響はありませんでしたでしょうか。 

 

地震における影響はございませんでしたが、水が濁ったりするケースはたまに

発生しておりますので、随時対応し、給食を提供できる体制は維持してございま

す。 

 

先日、旧阿仁中学校の校舎跡地を見に行きました。大変きれいに整備されてお

りましたが、一点気になったのが、卒業記念として子どもたちがつくった庭に残

されていた冬囲いです。既に朽ちており、管理されていない状態となっていたた

め、できれば撤去するなど対応していただければよいのではないかと感じまし

た。教育委員会の所管ではないかもしれませんが、こうした点についても横の連

携を図りながら、関係部署へ情報共有していただければと思います。多くの方が

利用する場所でもありますので、引き続き良好な環境維持に努めていただければ

と思います。よろしくお願いします。 

 

その場所については把握しておりませんでしたので、後ほど現地を確認させて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

ほかにございませんか。なければ、次に学校教育課からお願いします。学校教

育課の報告の中で、職員及び児童・生徒に関する内容については、プライバシー

に配慮し、内容を非公開としてもよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

同意をいただきましたので、職員及び児童・生徒に関する内容については、非

公開とします。では、学校教育課長から所管報告をお願いします。 

 

＜資料５ｐ～７ｐ及び非公開資料により報告＞ 

 

ただいまの報告について、質問や意見などございませんか。 

 

今回、始業日の平日４日間を確保したことで、始業式までに一定の余裕が生ま

れ、教職員間の引継ぎや、教職員それぞれの新生活の準備において、これまでよ

りゆとりができたものと思っております。一方で、資料にもあるとおり、最初の

授業参観やＰＴＡ開催までの日数が従来より短くなっている部分もありますが、

その点について、課長御自身や現場から何かお声はありますでしょうか。 
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 小林学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

佐藤英樹委員 

 

 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片岡生涯学習課長 

 

佐藤教育長 

 

藤本委員 

 

 

 

春休み期間中に準備期間を確保できたことについては、ほぼ全ての教職員から

「ありがたい」という声をいただいております。その結果、ＰＴＡ開催までの日

程は従来より近くなった部分もありますが、メリットとデメリットを比較する

と、圧倒的にメリットのほうが大きいと感じております。特に、教職員にとって

新年度の準備を行う時間が確保されたことは、環境づくりの面でも非常によかっ

たと考えております。 

 

鷹巣小学校には何度か足を運んでおりますが、グラウンドの水はけが非常に悪

くなっています。予算面での制約はあると思いますが、今後、鷹巣小学校へ児童

数がさらに集中していくことも想定されますので、グラウンド環境の改善につい

ては、将来的な整備計画も含めて検討していただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

この件につきましては、大変御心配をおかけしております。私も昨年着任以来、

最初に課題として認識し、現在も対応について検討を進めているところです。実

際、雨が降るとしばらく水がはけない状況にあることは、おっしゃるとおりでご

ざいます。ただ、現時点で即効性のある対応策がなかなか難しく、改善には大規

模な工事が必要になることも想定されております。予算面での制約もあります

が、今後の学校配置プラン等も踏まえながら、どのような対応が可能か、引き続

き検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

先日のＰＴＡ懇親会の席で、教頭から話を伺いました。今回は、鷹巣中学校の

陸上競技場を使用して運動会を実施する予定とのことで、事前にバスで移動して

練習を行うほか、当日は保護者の方々にも駐車場整理等へ協力いただきながら、

鷹巣中学校側の駐車場も活用して対応していきたいとのお話でした。初めての取

組であり、現在の鷹巣小学校のグラウンドとは広さも大きく異なるため、実際に

どのような運営になるかはやってみなければ分からない部分もあるとのことで

したが、学校としても様々な点を考慮しながら進めているものと感じました。ま

た、全天候型グラウンドであるため、雨天時でも実施しやすいという点も、大き

な利点ではないかと感じております。 

　ほかになければ、次に生涯学習課からお願いします。 

 

＜資料８ｐ～９ｐにより報告＞ 

 

ただいまの報告について、質問や意見などはございませんか。 

 

合川芸文協についてお伺いします。私自身、北の杜音楽団に所属しております

が、コロナ禍以降、長く活動を休止しておりました。しかし今回、宮野喜代三先

生への追悼の気持ちを込めて、久しぶりに合川芸文祭へ出演したいと考え、練習

を始めていたところです。そのような中で、合川芸文協では運営を担う人材不足



7 

 藤本委員 

 

 

 

 

 

 

片岡生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

池田教育総務課長 

小林学校教育課長 

片岡生涯学習課長 

 

佐藤教育長 

 

 

委員全員 

が課題となっていると伺っております。このまま合川地区で新たなリーダーが見

つからなければ、将来的には鷹巣地区へ統合・吸収される形になるのではないか

という話も出ているようです。こうした合川芸文協の現状について、市として把

握されていることがあればお聞かせいただきたいと思います。また、将来的に北

秋田市全体で一つの芸文協として運営していくような方向性があるのかについ

ても、お伺いできればと思います。 

 

この件について、正式な報告や相談は受けておりませんが、鷹巣芸文協の関係

者から、藤本委員がお話しされたような内容は伺っております。やはり、運営を

担う人材不足が課題となっているようですが、現在も合川地区には所属団体があ

ることから、まずは各団体で話し合いを進めていただきたいとのことでした。ま

た、鷹巣芸文協としても、これまで旧４地区で支え合いながら活動してきた経緯

があるため、合川地区だけがなくなることについては、連絡体制等も含め様々な

課題があることから、できれば何らかの形で組織を残していきたいという考えを

持っていると伺っております。私自身も、最近そのようなお話を聞いたところで

すので、今後、正式な相談等があれば、状況を伺いながら検討してまいりたいと

考えております。 

 

芸文祭は７月に予定されております。宮野喜代三先生は私の学級担任でもあり

ましたので、これまで大変尽力していただいたことに、改めて感謝しているとこ

ろです。 

ほかにございませんか。なければ、次に移ります。 

（３）各課工事等発注状況について、説明をお願いします。教育総務課長。 

 

＜資料10ｐにより報告＞ 

 

該当なしということですので、次第４番「案件」に移ります。 

（１）承認第７号　市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第11号　

専決処分の承認を求めることについて（専決第５号　令和７年度北秋田市一般会

計補正予算（第16号））の関係部分）、説明は所属順に行います。始めに教育総

務課長。 

 

＜承認第７号説明＞ 

教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長の順に説明 

 

 

ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。 

なければ、承認としてよろしいでしょうか。 

 

　はい。 
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佐藤教育長 

 

 

 

 

池田教育総務課長 

片岡生涯学習課長 

 

佐藤教育長 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

委員全員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

委員全員 

 

「承認」とします。 

（２）承認第８号　市議会提出議案に関する意見聴取について（専決第12号　

専決処分の承認を求めることについて（専決第10号　令和８年度北秋田市一般

会計補正予算（第１号））の関係部分）、説明をお願いします。教育総務課長。 

 

＜承認第８号説明＞ 

教育総務課長、生涯学習課長の順に説明 

 

ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。 

なければ、承認としてよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

「承認」とします。 

次に（３）議案第15号　北秋田市公印の押印の見直しに伴う関係規則の整備

に関する教育委員会規則について、（４）議案第16号　北秋田市公印の押印の見

直しに伴う関係告示の整備に関する教育委員会告示について、この２件について

は、一括して説明をお願いします。教育総務課長。 

 

＜議案第15号、第16号説明＞ 

 

ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。質問は、始めに

議案番号を特定してからお願いします。 

なければ、採決に移りたいと思います。 

最初に、議案第15号について、原案のとおり決定してもよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

皆さんの同意を得られましたので、原案のとおり「議決」とします。 

次に、議案第16号について、原案のとおり決定してもよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

皆さんの同意を得られましたので、原案のとおり「議決」とします。 

（５）報告第４号　専決処理の報告について（専決第10号　北秋田市教育委

員会事務局職員への休職発令について）、こちらは人事案件のため、非公開とし

てよろしいでしょうか。 

 

はい。 
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佐藤教育長 

 

 

福嶋教育次長 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小林学校教育課長 

 

佐藤教育長 

 

 

蒔苗委員 

 

 

 

 

金学校教育係長 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

同意をいただきましたので非公開とします。それでは、説明をお願いします。

教育次長。 

 

＜報告第４号説明＞ 

 

ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。 

なければ、この案件は報告ですので、以上とさせていただきます。 

次に（６）報告第５号　専決処理の報告について（専決第13号　北秋田市幼

保小架け橋委員会委員の委嘱について）、（７）報告第６号　専決処理の報告につ

いて（専決第14号　北秋田市教育支援委員会委員の委嘱について）、（８）報告

第７号　専決処理の報告について（専決第15号　北秋田市不登校対策検討委員

会委員の委嘱について）、（９）報告第８号　専決処理の報告について（専決第16

号　学校医等の委嘱について）、（10）報告第９号　専決処理の報告について（専

決第17号　北秋田市学校結核対策委員会委員の委嘱について）、（11）報告第10

号　専決処理の報告について（専決第18号　学校事務共同実施グループリーダ

ー等の任命について）、この６件については、一括して説明をお願いします。学

校教育課長。 

 

＜報告第５～10号説明＞ 

 

ただいまの説明について、質問や意見などはございませんか。質問は、始めに

報告番号を特定してからお願いします。 

 

報告第８号の学校医等の委嘱について、委嘱にあたっては、事前に本人の了解

を得ているのでしょうか。今回、家内が学校薬剤師になっていましたけれども、

事前に何も連絡なく、いきなり任命書だけいただいたということを言っていまし

た。 

 

学校医等の委嘱につきましては、令和７年度中に、学校医及び各医師会の代表

である小林眼科の小林真先生へ御相談し、その後、内科医、歯科医、耳鼻科医、

薬剤師それぞれについて、事前に御承諾をいただいた上で進めているものと認識

しておりました。ただ、蒔苗委員から今お話しいただいた件につきましては、初

めて伺う内容でしたので、改めて状況を確認させていただきたいと思っておりま

す。失礼いたしました。 

 

他にございませんか。 

なければ、この案件は報告ですので、以上とさせていただきます。 

続いて次第５番「その他」に移ります。 

（１）令和８年度北秋田市教育委員会機構図について、説明をお願いします。
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 佐藤教育長 

 

池田教育総務課長 

 

佐藤教育長 

 

事務局 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

池田教育総務課長 

 

 

 

 

委員全員 

 

池田教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

教育総務課長。 

 

　＜口頭により説明＞ 

 

次に、（２）次回の教育委員会定例会について、事務局からお願いします。 

 

　次回の定例会は、5月21日（木）午後１時30分からの第１回総合教育会議終

了後、北秋田市民ふれあいプラザ コムコム研修室Ａ・Ｂにて予定しております。 

 

藤本委員におかれましては、総合教育会議前に、本庁舎の応接室で任命書の交

付がありますので、よろしくお願いします。 

（３）その他、何かございますか。 

 

２月定例会におきまして、蒔苗委員から御質問のありました学校医向けの保険

について、本来であれば３月定例会で御報告すべきところでしたが、確認作業に

時間を要し、今回の御報告となってしまいました。この場で内容について御説明

させていただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

　はい。 

 

２月定例会で御質問のありました学校医向け保険について確認したところ、学

校医業務に関する過失があった場合は、基本的に国家賠償法に基づき自治体が責

任を負うとのことでした。ただし、学校医個人が訴訟対応や証人として関与する

可能性はあり、その際の弁護士費用等を補償するものとして医師賠償責任保険が

あるとのことです。なお、保険加入は本人判断となりますが、基本的には自治体

が責任を負うという考え方に変わりはありません。 

 

　ほかにございませんか。 

ないようであれば、以上をもちまして教育委員会４月定例会を閉会します。 

 

 

 

 （午後２時50分閉会）


